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選
挙
管
理
委
員
会

○
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定
の
一
部
改
正

(

市
町
村
支
援
課)

一

○
福
岡
県
議
会
議
員
及
び
福
岡
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の

使
用
及
び
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
の
公
営
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

(

市
町
村
支
援
課)

一

再

掲

○
福
岡
県
公
営
企
業
に
従
事
す
る
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程

(

企
業
局
管
理
課)

一
三

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
号

長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定

(

昭
和
四
十
五
年
八
月
福
岡
県
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
二
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
十
二
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

藤

井

克

已

一

病
院

(

八
幡
西
区)

の
項
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
、

｣

大
野
城
市
の
項
中

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
改
め
、

｣

二

老
人
ホ
ー
ム
の
項
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
る
。

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
号

福
岡
県
議
会
議
員
及
び
福
岡
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
及
び
ポ
ス
タ
ー

の
作
成
の
公
営
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
十
二
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

藤

井

克

已

福
岡
県
議
会
議
員
及
び
福
岡
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
及

び
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
の
公
営
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

福
岡
県
議
会
議
員
及
び
福
岡
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
及
び
ポ
ス
タ
ー

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
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の
作
成
の
公
営
に
関
す
る
規
程

(

平
成
七
年
二
月
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

福
岡
県
議
会
議
員
及
び
福
岡
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
及

び
ポ
ス
タ
ー
等
の
作
成
の
公
営
に
関
す
る
規
程

第
一
条
第
一
項
中

｢
福
岡
県
議
会
議
員
及
び
福
岡
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の

使
用
及
び
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
に
関
す
る
条
例｣

を

｢

福
岡
県
議
会
議
員
及
び
福
岡
県
知
事
の
選
挙
に
お

け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
及
び
ポ
ス
タ
ー
等
の
作
成
の
公
営
に
関
す
る
条
例｣

に
、

｢

又
は
第

七
条｣

を

｢

、
第
七
条
又
は
第
十
一
条｣

に
、

｢

又
は
第
八
条｣

を

｢

、
第
八
条
又
は
第
十
二
条｣

に

改
め
る
。

第
一
条
第
二
項
中

｢

又
は
第
二
号
様
式｣
を
削
る
。

第
二
条
第
一
項
中

｢

又
は
第
九
条｣

を

｢

、
第
九
条
又
は
第
十
三
条｣

に
改
め
る
。

第
二
条
第
二
項
中

｢

第
三
号
様
式
又
は
第
四
号
様
式｣
を

｢

第
二
号
様
式｣

に
、

｢

第
五
号
様
式
又

は
第
六
号
様
式｣

を

｢

第
三
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
三
条
中

｢

条
例
第
八
条
に
規
定
す
る
有
償
契
約
を
締
結
し
た｣
の
下
に

｢

ビ
ラ
の
作
成
を
業
と
す

る
者
若
し
く
は
第
十
二
条
に
規
定
す
る
有
償
契
約
を
締
結
し
た｣

を
加
え
、

｢

ポ
ス
タ
ー
作
成
業
者｣

を

｢

ポ
ス
タ
ー
等
作
成
業
者｣

に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中

｢

自
動
車
使
用
証
明
書｣

の
下
に

｢

、
ビ
ラ
作
成
証
明
書｣
を
加
え
、

｢

又
は
第

八
条｣

を

｢

、
第
八
条
又
は
第
十
二
条｣

に
、

｢

ポ
ス
タ
ー
作
成
業
者｣

を

｢

ポ
ス
タ
ー
等
作
成
業
者

｣

に
改
め
る
。

第
四
条
第
二
項
中

｢

ア
ラ
ビ
ア
数
字｣

の
下
に

｢

又
は
車
両
番
号
の
う
ち
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規

則

(

昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号)

第
三
十
六
条
の
十
七
第
一
項
第
四
号
若
し
く
は
第
三
十

六
条
の
十
八
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
四
け
た
以
下
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字｣

を
加
え
る
。

第
四
条
第
三
項
中

｢

自
動
車
使
用
証
明
書｣

の
下
に

｢

並
び
に
ビ
ラ
作
成
証
明
書｣

を
加
え
、

｢

第

七
号
様
式
、
第
八
号
様
式
若
し
く
は
第
九
号
様
式
又
は
第
十
号
様
式｣

を

｢

第
四
号
様
式
又
は
第
五
号

様
式｣

に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中

｢

又
は
第
九
条｣

を

｢

、
第
九
条
又
は
第
十
三
条｣

に
改
め
、

｢

自
動
車
使
用
証

明
書｣

の
下
に

｢

、
ビ
ラ
作
成
証
明
書｣

を
加
え
、

｢

ポ
ス
タ
ー
作
成
業
者｣

を

｢

ポ
ス
タ
ー
等
作
成

業
者｣

に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
項
中

｢

第
十
一
号
様
式
又
は
第
十
二
号
様
式｣

を

｢

第
六
号
様
式｣

に
改
め
る
。

様
式
中

｢福
岡
県
議
会
議
員
及
び
福
岡
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
及
び

ポ
ス
タ
ー
の
作
成
の
公
営
に
関
す
る
条
例
｣

を

｢福
岡
県
議
会
議
員
及
び
福
岡
県
知
事
の
選
挙
に
お
け

る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
及
び
ポ
ス
タ
ー
等
の
作
成
の
公
営
に
関
す
る
条
例
｣

に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
備
考
２
中

｢自
動
車
登
録
番
号
｣

の
次
に

｢又
は
車
両
番
号
｣

を
加
え
、
同
様
式
を
第

一
号
様
式
そ
の
一
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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第１号様式その２ (ビラ作成の契約届出書の様式) (第１条関係)



第
二
号
様
式
を
第
一
号
様
式
そ
の
三
と
す
る
。

第
三
号
様
式
及
び
備
考
３
中

｢自
動
車
登
録
番
号
｣

の
次
に

｢又
は
車
両
番
号
｣

を
加
え
、
同
様
式

を
第
二
号
様
式
そ
の
一
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

� � � � ����������	 
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第２号様式その２ (ビラ作成枚数確認申請書の様式) (第２条関係)



第
四
号
様
式
中

｢第
９
条
｣

を

｢第
13条
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
二
号
様
式
そ
の
三
と
す
る
。

第
五
号
様
式
中

｢自
動
車
登
録
番
号
｣

の
次
に

｢又
は
車
両
番
号
｣

を
加
え
、
同
様
式
を
第
三
号
様

式
そ
の
一
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

� � � � ����������	 
�	 ����� ��� �
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第３号様式その２ (ビラ作成枚数確認書の様式) (第２条関係)

 



第
六
号
様
式
中

｢
確
認
第

号
｣

を

｢確
認
番
号
第

号
｣

に
、

｢第
９
条
｣

を

｢第

13条
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
三
号
様
式
そ
の
三
と
す
る
。

第
七
号
様
式
中

｢自
動
車
登
録
番
号
｣

の
次
に

｢又
は
車
両
番
号
｣

を
加
え
、
同
様
式
を
第
四
号
様

式
そ
の
一
と
す
る
。

第
八
号
様
式
中

｢自
動
車
登
録
番
号
｣

の
次
に

｢又
は
車
両
番
号
｣

を
、
同
様
式
備
考
１
中

｢ア
ラ

ビ
ア
数
字
｣

の
次
に

｢又
は
車
両
番
号
の
う
ち
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
(昭
和
26年
運
輸
省
令
第

74号
)
第
36条
の
17第
１
項
第
４
号
若
し
く
は
第
36条
の
18第
１
項
第
３
号
に
規
定
す
る
４
け
た
以
下

の
ア
ラ
ビ
ア
数
字
｣

を
、
同
様
式
備
考
２
及
び
備
考
３
中

｢自
動
車
登
録
番
号
｣

の
次
に

｢又
は
車
両

番
号
｣

を
加
え
、
同
様
式
を
第
四
号
様
式
そ
の
二
と
す
る
。

第
九
号
様
式
を
第
四
号
様
式
そ
の
三
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

� � � � ����������	 
�	 ����� ��� �
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第５号様式その１ (ビラ作成証明書の様式) (第４条関係)

 



第
十
号
様
式
を
第
五
号
様
式
そ
の
二
と
す
る
。

第
十
一
号
様
式
備
考
１
中

｢ア
ラ
ビ
ア
数
字
｣

の
次
に

｢又
は
車
両
番
号
の
う
ち
道
路
運
送
車
両
法

施
行
規
則
(昭
和
26年
運
輸
省
令
第
74号
)
第
36条
の
17第
１
項
第
４
号
若
し
く
は
第
36条
の
18第
１

項
第
３
号
に
規
定
す
る
４
け
た
以
下
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字
｣

を
加
え
、
同
様
式
別
紙
そ
の
２
�
、
備
考
３

及
び
備
考
４
中

｢自
動
車
登
録
番
号
｣

の
次
に

｢又
は
車
両
番
号
｣

を
加
え
、
同
様
式
を
第
六
号
様
式

そ
の
一
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

� � � � ����������	 
�	 ����� ��� ��
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第６号様式その２ (請求書の様式) (第５条関係)



� � � � ����������	 
�	 ����� ��� ��

(別紙)

 



第
十
二
号
様
式
中

｢第
９
条
｣

を

｢第
13条
｣

に
改
め
、
備
考
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
、
同
様

式
を
第
六
号
様
式
そ
の
三
と
す
る
。

３
こ
の
請
求
書
に
は
､
作
成
し
た
ポ
ス
タ
ー
の
見
本
(種
類
ご
と
に
各
１
枚
)
を
添
付
し
て
く

だ
さ
い
｡

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
公
告
式
条
例

(

昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号)

第
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

福
岡
県
公
営
企
業
に
従
事
す
る
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

福
岡
県
企
業
管
理
者

山

田

修

嗣

福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号

福
岡
県
公
営
企
業
に
従
事
す
る
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程

福
岡
県
公
営
企
業
に
従
事
す
る
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程

(

昭
和
三
十
八
年
福
岡
県
企
業
局

管
理
規
程
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
二
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

� � � � ����������	 
�	 ����� �����

再

掲

職
務
の
級

区
分

額

８
級

二
種

106,200円

三
種

92,300円

７
級

三
種

87,000円

四
種

69,500円

６
級

三
種

81,600円

四
種

65,300円


